
三木市からのお知らせ

クーリングシェルター
      ＆

       クールスポット
（涼みどころ）

ご協力いただける施設を募集しています！

「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」とは熱中症特別警戒アラートが発表された場合に開放される施設で、「クール
スポット（涼みどころ）」は熱中症特別警戒アラートが発表されていない日時においても、涼をとれる場所として、市民のみな
さまに一時的に暑さをしのぎ涼しくすごしていただくため、解放いただく場所のことです。

募集

詳しい内容はホームページをご確認ください。

応募条件

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）

1．冷房設備を備えている
2．熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、解放可能日において当該施設を開放すること
3．休息できるスペース（イス・ソファー等）を設置すること
4．無料で利用できること
5．利用者へ営業を行うなど営利目的の設置ではないこと
6．環境省が発表する熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートをメールで配信する「熱中症警戒アラート

等メール配信サービス」に登録すること
7．市と協定を締結し、施設の名称・所在地・解放可能日時・受入可能人数の公表に同意できること

クーリングスポット（涼みどころ）

クーリングシェルターの応募条件に加え、熱中症特別警戒アラートが発表されていない日時においても、涼を
とれる場所として、解放可能日において当該施設を開放すること

応募方法

「三木市クーリングシェルター等指定施設募集要項」をご確認の上、ご協力いただける場合は、
「三木市クーリングシェルター等指定施設申込書」を健康増進課健康政策係（市役所3階）に
持参、郵送、電子申請のいずれかでご提出ください。

※ 電子申請での提出は右の2次元コードもしくはホームページからお手続きを
お願します。

三木市健康福祉部
健康増進課 健康政策係 ０７９４‐８２‐２０００ （内線２６１６）


	スライド 1

